
別紙 

尾道市マリン･ユース･センター指定管理者仕様書 

 

１ 趣旨 

この仕様書は、尾道市マリン･ユース･センター設置及び管理条例（平成１７年条例第５４号。以下

「設置管理条例」という。）、尾道市マリン･ユース･センター設置及び管理条例施行規則（平成１７

年教育委員会規則第１０号。以下「規則」という。）及び尾道市マリン･ユース･センター指定管理者

募集要項に定めるもののほか、指定管理者が行う業務の詳細について定めることを目的とする。 

 

２ 管理運営に関する基本的な考え方 

(1) 施設利用者の安全確保を第一とする。 

(2) 施設の効率的・弾力的運営を行う。 

(3) 適切な広報を行うなど、施設の利用促進を積極的に図る。 

(4) 利用者にとって快適な施設であることに努める。 

(5) 魅力ある自主事業を実施し、市民サービスの向上に努める。 

(6) 個人情報の保護を徹底する。 

(7) 管理運営費の削減に努める。 

(8) 公の施設として、利用者に良質のサービスを提供する。 

(9) 民間活力を導入することで効率的な運営を行う。 

 

３ 法令等の遵守 

尾道市マリン･ユース･センター（以下「本施設」という。）の管理運営に当たっては、次に掲げ

る法令等を遵守しなければならない。 

(1) 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

(2) 設置管理条例及び規則 

(3) 尾道市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１６年条例第２号）及び 

尾道市教育委員会の管理する公の施設における指定管理者の指定手続等に関する規則（平成１６ 

年教育委員会規則第３号） 

(4) 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

(5) その他管理運営に適用される法令 

指定管理期間中、関係法令に改正があった場合は、改正された内容を仕様とする。なお、改正

に伴い、費用が増減する場合は、協議により指定管理料を改定するものとする。 

 

４ 管理業務内容 

(1) 利用の許可に関すること 

ア 設置管理条例第１１条各号に抵触した者又は明らかに抵触すると認められる者に対しては、

利用の許可をしないこと。 

イ 設置管理条例第１２条第１項各号に該当する者に対しては、利用の許可を取り消し、又は利



用の中止を命じること。 

(2) 施設及び設備の維持管理（清掃業務を含む。）に関すること 

ア 本施設の適正な運営のため、施設、設備及び舟艇の徹底した保守・維持管理を行うこと。 

イ 施設及び設備並びに備品等が破損・消耗等した場合は、１件１０万円未満の修繕・補給等は、

指定管理者が負担すること。ただし、１件１０万円以上の修繕費及び購入費が見込まれる場合

は、尾道市教育委員会（以下「教育委員会」という。）と指定管理者との間で協議すること。 

ウ 遊具の維持管理を行うこと。自主点検として、劣化状況及び「遊具の安全に関する規準」（一

般社団法人日本公園施設業協会制定）への適合状況の点検を行うこと。また、毎年度、遊具メ

ーカーによる破損及び腐食状況の調査点検を実施し、その報告書を教育委員会へ提出すること。 

エ 芝広場の維持管理（点検・清掃等）を行うこと。なお、樹木や芝生の管理にあたっては、「公

園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル」（環境省）の記載事項を遵守すること。 

オ 屋外トイレの維持管理（点検・清掃・トイレットペーパーの補給）を行うこと。 

カ 駐車場、施設周辺の道路及び工作物、緑地等の管理を行うこと。  

(3) 自主事業の運営に関すること 

ア 自主事業計画書により、実施すること。 

イ 海事思想の普及や利用者の増加につながることを目的とした体験型イベントを積極的に実施

すること。 

ウ ホームページの充実やＳＮＳの活用などにより、県外利用者の拡大、市内利用者のさらなる

拡大を図ること。 

(4) 利用料金に関すること 

利用料金の額の設定（教育委員会の承認が必要）及び徴収に関する業務を行うこと。 

(5) 施設賠償責任保険に加入すること 

ア 対人賠償については、被害者１名につき金１億円以上、かつ、１事故につき金３億円以上の

こと。 

イ 対物賠償については、１事故につき金５００万円以上のこと。 

(6) 利用者の安全の確保に関すること 

利用者の安全対策、監視体制等について、各種マニュアルを作成し、従業員を指導し、万一に

備えて従業員を訓練すること。 

また、緊急対策、防犯・防災対策等の安全を確保するための各種マニュアルを作成し、従業員

を指導し、万一に備えて従業員を訓練すること。 

(7) 事故等発生時の対応に関すること 

 ア 施設の性格上、事故が発生したときは重大な事故につながる可能性があるため、指定管理者

は、本施設の利用者の安全面及び体調面に特に注意し、利用者の事故等に対応するために必要

な薬品・用具等を用意するとともに、救急法や応急処置法等に基づく対応ができるよう研修や

訓練の実施を行うこと。 

イ 施設内において事故等が発生した場合に備え、緊急時における対応マニュアルを作成し、教

育委員会に提出しなければならない。 

ウ 施設内において事故等が発生した場合は、責任者に連絡を取るとともに警察や消防に連絡す



るなど適切に対応し、教育委員会に対して報告すること。 

(8) 個人情報保護に関すること 

ア 個人情報保護については、指定管理者は個人情報の保護に関する法律の適用を受け、罰則も

適用されることを含め、個人情報保護の大切さを従業員に周知・徹底すること。 

イ 個人情報を取得するときは、必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得すること。 

ウ 指定管理業務に関して知り得た個人情報を目的以外に利用し、又は第三者に提供しないこと。 

エ 個人情報の適正な維持管理に努め、個人情報保護のための対策及び万一これが漏えい等した

場合の対策を講じること。 

(9) 情報公開に関すること 

指定管理業務に関して保有する文書については、尾道市情報公開条例（平成１２年条例第８号）

に準ずる措置を講じるよう努めること。 

(10) 業務報告に関すること 

ア 毎月終了後、月例報告書を翌月の１０日までに提出すること。 

イ 警備実施状況報告を毎日記入し、翌月の１０日までに提出すること。事故発生の際は、速や

かに報告するとともに、事故報告書を提出すること。 

ウ 年度終了後、５月３１日までに事業報告書（決算書等を含む。）を提出すること。 

エ その他、教育委員会が必要とする報告書を提出すること。 

(11) 管理運営のための体制の整備に関すること 

ア 指導者資格に関すること。 

(ｱ) Ｂ＆Ｇ財団（本部）が指導者養成事業として開催する、センター・インストラクター養成研

修（約３３日間）に参加し、資格取得すること。ただし、有資格者がいる場合はこの限り

でない。 

(ｲ) 研修にかかわる経費は、指定管理者の負担とする。 

イ 従業員の雇用等に関すること。 

(ｱ) 統括責任者及び副責任者を各１名配置のこと。 

(ｲ) 管理運営に係る全従業員（臨時職員を含む。）の勤務形態等については、労働基準法（昭和

２２年法律第４９号）、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他労働関係法令

を遵守し、管理運営に支障のないように配置すること。 

(ｳ) 従業員に対して、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。 

ウ 経理業務、受付業務、帳簿作成業務、安全管理、警備業務その他体制の整備に必要な業務を

実施すること。 

(12) 減免対象者の利用に関すること 

設置管理条例第１６条に規定する者が、利用した場合には、利用料金を減免すること。 

  (13) 飲食物、物品等の販売業務に関すること 

ア 指定管理者の業務として、行政財産の使用に係る教育委員会の許可を受けて、飲食物、物品

等の販売を行うことができる。ただし、設置目的を逸脱するような物品の販売は認めない。 

イ 指定管理者以外の者に飲食物、物品等の販売をさせようとするときは、行政財産の使用に係

る教育委員会の許可を受けさせること。 



(14) その他管理運営に関し必要な業務 

ア 管理運営上必要となる関係法令の許可及び届出等について、遺漏がないように実施すること。 

イ 許認可等を受ける事項については、事前に教育委員会の承認を得て実施し、その結果を教育

委員会に報告すること。 

 

５ 警備業務内容 

施設内を適宜巡回し、不審者・不審車両の進入防止、不審物の発見及び処置、火の元（火気使用

箇所）、消火器、火災報知機及び各種警報表示盤の点検並びに放置物の除去等を行い、異常の発生

に際しては速やかに処置・通報等の対応ができるよう体制を整えること。 

 

６ 経費の負担について 

(1) 教育委員会が負担する経費 

ア 公有水面使用料 

イ １件１０万円以上の修繕料及び備品購入費（事前協議が必要） 

ウ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第１２条第２項に規定する特定建築物の定期点検費 

(2) 指定管理者が負担する経費 

本施設の管理運営に当たって、主として別紙募集要項様式３の指定予定期間の年度ごと及び全

体の収支計画【支出の部】項目の科目経費及び管理運営上必要となる経費とする。 

 

７ 立入検査について 

教育委員会は、必要に応じ、施設、物品、各種帳簿及び管理運営について、実地に検査を行うこと

ができる。指定管理者は、合理的な理由なく、これを拒否できないこととする。 

 

８ 備品・消耗品等の所有権 

(1) 指定管理者に貸し付ける備品等については、教育委員会の所有とし、その使用及び保管には十分

注意すること。 

(2) 指定管理者自らが購入・搬入し保管を要する備品等については、指定管理者の所有とする。ただ

し、その都度、教育委員会に報告のこと。 

 

９ 協議 

指定管理者は、この仕様書に規定するほか、指定管理業務の内容及び処理について、疑義が生じ

た場合は、教育委員会と協議し決定すること。 

 

１０ 業務を実施するに当たっての注意事項 

(1) 公の施設であることを常に念頭において、公平な運営を行うこととし、特定の団体等に有利又

は不利になる運営をしないこと。 

(2) 指定管理者が施設の管理運営に係る規程等を作成する場合は、教育委員会と協議を行うこと。 


